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The purpose of this paper is to examine the reintroduction of the gray wolf into Japan on the basis of 
a literature review. We especially focus on human fatalities caused by wolves. It is expected that the 
frequency of human deaths caused by wolves will be substantially less than those caused by the brown 
bear. However, it is also expected that there will be many obstacles in the way of the reintroduction of 
the grey wolf. A lot of preparation will be required to enable their reintroduction. Lethal risks exist, 
although they are expected to be substantially small. The status quo for Japanese citizens is zero risk. 
If we proceed with the reintroduction, it will be necessary to improve our knowledge of the wolves in 
order to increase the approval rate for their reintroduction and to peacefully coexist with them once 
they have been reintroduced.

はじめに
近年，ハイイロオオカミの日本への再導入が話
題となっている．本研究報告においても，既に複数
の報告（石城2005; 石城・中川2005; 加藤2005; 亀
山ら2005; 米田2006）が収録されているほか，1993

年には日本オオカミ協会が設立され，関連書籍の
出版（吉家2004; 丸山ら2007）や，学界でのシンポ
ジウム（日本哺乳類学会や野生生物保護学会にお
ける2002年以降の大会で）が相次いだ．また，2008

年には円山動物園にエゾシカ・オオカミ舎が開設
されて既に飼育されていたオオカミが収容される
とともに，旭山動物園ではオオカミの森という施
設が開設されて新たに3頭のハイイロオオカミが
収容され，公開された．加えて，アメリカにおけ
るオオカミの再導入や，近年の日本におけるニホ
ンジカ（以下では，エゾシカは北海道に生息する
シカ，ニホンジカは日本に生息するシカでエゾシ
カを含めた意味で用いる）の増加による諸問題の
発生といった状況がある中で，私たちがオオカミ
の再導入の話題に接する機会は確実に増えている

と思われる．本稿は，これまでに出された議論を
整理しつつ，再導入の現実性を整理する．
『デズモンド・モリスの犬種事典』では，オオカ
ミとして，カニス・ルプスCanis lupusとカニス・
ルフス（アカオオカミ）C. rufusが紹介されている
（モリス2001）．前者は，ハイイロオオカミ，シン
リンオオカミ，タイリクオオカミなどと呼ばれ，
ツィーメン（1990）によると，人間を除けばかつて
は最も広範囲に生息した哺乳類であった．後者は，
モリス（2001）によると前者と近縁で，かつては北
米南東部に生息したが，現在では250頭ほどしか
残存しておらず，絶滅の危機にある．本稿の対象
は前者である．
ハイイロオオカミは，世界的に個体数が減少し
ている．International Wolf Center（1996）は，もと
もとの分布域の3分の1で絶滅したとしている．
IUCNのレッドリストでは，ハイイロオオカミは，
オーストリア，ベルギー，デンマーク，アイルラン
ド，日本，ルクセンブルク，オランダ，スイスおよ
びイギリスで絶滅とされ，バングラデシュで絶滅
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の可能性があるとされている（IUCN. Canis lupus. 

The IUCN Red List of Threatened Species: 2012.2, 

http://www.iucnredlist.org/details/3746/0，2013年3

月12日閲覧）．
日本ではハイイロオオカミの亜種であるニホン
オオカミC. l. hodphilaxが本州，四国，九州に，エ
ゾオオカミC. l. hattaiが北海道に生息していたと
されるのが一般的である．ニホンオオカミは日本
固有の亜種と考えられており，1905年に奈良県東
吉野郡鷲家口で捕獲された若いオスが最後の一頭
とされるのが通例である．ただし異なる見解も示
されており，例えば柳内（1993）は，「明治40年10

月13日付の岩手日報に，「岩手県中野村西安庭と
いうところで狼2頭を捕獲したり」という記事が
300字で書かれている」ことを指摘している．
北海道のエゾオオカミについては，ほとんどの
文献は1896年に函館の毛皮商人が扱ったのを最
後の記録とし，今泉（1995）は，1900年頃に絶滅
したと推測している．中村（1998）によると，「択捉
島，国後島，北海道，サハリンにかけて生息した個
体群」がエゾオオカミと呼ばれ，サハリン島に残
存している可能性が複数の文献で指摘されている
（藤原1994; Busch1995; 中村1998）．近年でも，アジ
ア大陸から氷の上をわたってサハリンにオオカミ
がきていることが確認されている（井上ら2008）．
オオカミの再導入は，近年出てきた試みではな
い．ラガッシュ（1990）によると，19世紀初頭にス
コットランドでオオカミ狩りをするために，イギ
リス人のトルヴィル卿がオオカミを放とうとした
が，ヒツジや馬の生産者に反対されたために実施
しなかった．その他にも，1975年にスロベニアで
オオカミが放獣された事例や，同じく1975年にド
イツで非意図的な再導入が発生したこと，ドイツ
と同様の事例が1977–78年および1986年にフラ
ンスでも発生しているが，これらはいずれも生息
期間は短期であった（ラガッシュ 1990）．
長期にわたる本格的なオオカミ再導入の最初
の事例は，アメリカのイエローストーンにおけ
るハイイロオオカミである．1926年の絶滅後，
1973年の種の保存法（Endangered species act）の
下で再導入の検討が始まり，激論の末，1995年

に 14頭，1996年に 17頭が再導入された．再導
入についての議論は白熱し，「イエローストーン
公園へのオオカミの再導入についての環境影響
報告書」（Environmental impact statement for wolf 

reintroduction into Yellowstone National Park）の草稿
に対して，16万通のコメントが寄せられたという
（Duffield & Neher 1996）．
他方で，現状の日本では，オオカミの再導入は試
論的に論じられる程度である．北海道への再導入
では，もしエゾオオカミが残存しているのであれ
ば，残存個体が候補となりうる．他方で，ニホンオ
オカミには，残存個体は存在しないと考えられる．
吉家（2004）は，その書籍の口絵において中国大興
安嶺のオオカミを，日本に移入が予定されている
オオカミとして紹介している．Busch（2007）は，中
国やモンゴルのオオカミはC. l. laniger（= chanco）
としており，これが吉家（2004）における「移入が
予定されているオオカミ」に相当すると考えられ
る．
以上のように，オオカミの再導入は新しい話題
ではないものの，世界的にみて事例は数少ない．
仮に日本で再導入をおこなうとすれば，その実現
可能性や問題点を整理する必要がある．本稿は断
片的ながらも，再導入の実現可能性や問題点を，
特にオオカミによる人的被害に重点を置きながら
整理する．以下の構成は，次の通りである．最初
に，「再導入が議論される背景」と題して，再導入
の目的やオオカミによるシカ管理の可能性につい
て整理する．続いて，「オオカミは危険か ?」と題し
て，オオカミによる人的被害の発生要因について
整理する．最後に，「導入に伴なう諸問題」と題し
て，日本への再導入をする場合の，人的被害やそ
の他の諸問題について議論する．

再導入が議論される背景
1．再導入の目的
再導入の目的は，本研究報告の過去の報告にお
いて，3つの論点から既に議論がなされている．1

つ目は，ターミナルアニマルの復元を通じた生態
系の回復である．亀山ら（2005）は，知床半島にオ
オカミを再導入する最大の理由として「失われた
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高次捕食者の存在する生態系プロセスを復元する
こと」としている．同様に，石城・中川（2005）も
「本来の生物相の復元」と記して，ターミナルアニ
マルの復元を第一の目的としている．

2つ目は，オオカミをはじめとした大型肉食獣
に対する畏敬の念の象徴としての復活であり，石
城・中川（2005）は，「大型猛禽類や肉食獣に対し
て人は古くから家畜を奪われることへの憎しみや
人命を脅かされる恐怖心を持つ反面で，彼らの強
さ，美しさに敬意と憧れを抱いてきた．彼らは人
間が自然に寄せる畏敬の念の象徴でもあった」と
指摘している．これは，クルーク（2002）が，人間
にとって「食肉類の行動，『ハンターの生活』は，尽
きることのない魅力の対象であり，時には羨望の
対象でさえある」と述べているものと同様の論点
である．

3つ目は，ニホンジカに対する有効な捕食者と
してである．これは，1つ目にあげた目的の一部分
を強調したものである．例えば、エゾオオカミの
主食はエゾシカであり（今泉1995），アイヌ民族と
エゾオオカミはエゾシカを巡って競合状態にあっ
たと考えられる．ただし，亀山ら（2005）は「オオ
カミにエゾシカ（Cervus nippon yesoensis）急増に対
する特効薬的役割を期待する向きもあるが，その
効果については慎重な判断が必要である」として
いる．
これらの目的は，いずれも尊重されるべき重要
なものであることは疑いない．しかし，明確な答
えを出しがたい次の問題と密接に関係している．
オオカミを再導入するということは，何らかの理
由でその方が現状よりも好ましいという判断があ
るはずである．そして，その理由が，上述した目
的（生態系の回復，畏敬の念の象徴の復活，有効な
捕食者の回復）であると整理できる．これらはい
ずれも過去の状態を志向するものといえよう．そ
うであれば，自然の営為や人為の中で移ろう自然
の，いつの時点の自然を最善とみなし，その状態
を取りもどそうとすべきなのか，ということが，
オオカミの再導入に際して検討される必要がある
ように思われる．
現状の自然が，過去の自然に劣るという判断は，

何を基準におこなえばよいのであろうか．換言す
れば，自然のオーセンティシティ（真正性）は，ど
のように捉えればよいのであろうか．そもそも，現
状のような人間による土地利用が進んだ状況で，
過去の時点の状態を取り戻すことは困難である．
オオカミの絶滅からは，既に100年以上が経過し
ている．仮にオオカミが絶滅しなかったとするな
らば，その場合のオオカミと人間との関係は，か
つての関係とは大幅に違ったものになっているの
かもしれない．上記の目的では，こうした面が明
確に扱われていない．
石城・中川（2005）が指摘するように，「絶滅に追
いやった条件がそのまま残されている限り，復元
の成功はあり得ない」．鷲谷・矢原（1996）は，現
代の生物絶滅の3大原因として，自生地の破壊，乱
獲，汚染をあげている．こうした行為は，人間の
日常生活と密接に関係している場合があり，絶滅
に追いやった条件を排除することは，その地域の
人々の利害と密接に関係するかもしれない．この
ことは，オオカミについて常にあてはまるとは限
らないものの，過去の状態にもどすことを難しく
する要因である．
つまるところ，オオカミの再導入の目的を，「過
去の状態の回復である」と主張するのではなく，
「人間側の一定の譲歩の下で，自然との間に新しい
折り合いをつけた状態を構築することである」と
主張する方が，無理が少ないであろう．自然は動
的なシステムである．過去の自然の回復とその維
持は，動的側面の否定につながりかねない．むし
ろ，人間による過度の干渉が招いた絶滅という結
果を反省した上で，仮にオオカミが生残していた
場合に，人間社会の変化と自然の変化を一定の範
囲で認めた状況で想定しうる現在の状況を（そし
て，その中でも最良の状況を）実現させる取り組
みとして，再導入を位置づけるべきと思われる．
上述した内容は，range of natural variability

（RNV）という概念を参考にしている．RNVは，
人間による生態系への影響は，仮に人間の影響が
なかった場合に生じるであろう範囲に抑えるべき
というものである（Morgan et al. 1994; Landres et al. 

1999; Swetnam et al. 1999）．著者の再導入の考え方
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は，仮想的な状況を想定する点ではRNVと共通す
るが，人間社会の変化を加味した上で，想定しう
るオオカミの現在の状況を考えている点でRNV

と異なっている．

2．オオカミによるシカ管理の可能性
仮にオオカミが生残していた場合には，一定の
捕食圧がシカに対してかかっていたと考えられ
る．そこで次に，オオカミによるシカの個体数管
理の可能性を見ておく．
既存の研究では，オオカミが再導入されること
によって，シカの個体数が捕食を通じて管理され
るか，については異なる見解が示されており，明
確な結論を述べることはできない．Seip（1992）は，
捕食者ピッドという概念を提示している．もし，オ
オカミおよび被食者の個体数がこのピッドの範囲
にあれば，オオカミの捕食を通じて被食者の個体
数は安定するか，周期的に変動する．このことの
含意は，オオカミ再導入時のシカの個体数が適度
な数に調整されていれば，捕食を通じて一定の個
体数範囲で管理がなされうるということである．
この含意は，現実の観察からも支持される．例え
ばMech（1970）は，獲物の総生息量をオオカミの
総頭数で割った，オオカミ1頭あたりの獲物の生
息量が約10,900 kg（Mech（1970）では，24,000ポン
ドと記載）以下の地域であれば，オオカミの捕食
が被食者の個体数の主要な制限要因になるという
仮説を，数多くの事例を基に提示している．
また，オオカミは，幼獣，老獣，病獣，ハンディ
キャップを負った個体など弱い個体を捕食し，結
果的に個体群の健康度を高めているという指摘が
しばしばなされ，こうした効果は sanitation effect

と呼ばれる（Mech 1970）．オオカミなどの大型肉
食獣は，獲物となる動物を軽く追いかけることで，
弱く，捕食しやすい個体であるかを判別するよう
である（ロペス1978）．健康度が高い個体群を是
とするならば，オオカミによる捕食は人間による
狩猟よりも明らかに好ましい．人間のハンターに
とっては，取捨選択して射止めることは必ずしも
容易ではない上に，とりわけトロフィー（角，皮，
獣肉など）を目的とする場合，弱い個体よりもむ

しろ健康で大型の個体を狙いがちなためである．
ただし，被食者の個体群の健康度を必ずしも高
めない捕食がなされることがあり，例えば，次の
ような指摘がなされている．ロペス（1978）によ
ると，オオカミと被食者の個体数のかい離が大き
い場合，オオカミは手当たり次第に被食者を殺す
ことがある．同様に，クルーク（2002）は過剰捕殺
が存在することを指摘している．ただし，マッカ
ローら（2006）は，過剰捕殺は例外的な事例である
と述べている．また，捕獲した個体をクマなどに
横取りされる場合には，オオカミが必要とする以
上の被食者を捕獲するという指摘もある（Alberta 

Environmental Protection 1995; 亀山ら2005）．
イエローストーン国立公園については，オオカ
ミの再導入が，有蹄類などの個体数の管理に有
効であることが示唆されている．例えば，Creel

（2010）は ,再導入前の予想では，エルクの個体数
の減少は最も高く評価した研究でも50%としてい
るのに対し，1995年と2006年の個体数を比較する
と，イエローストーン国立公園北部等のエルクは
60%減少していることを指摘している．さらに，予
想を上回るエルクの減少が見られた理由として，
従来の研究では直接の捕食効果しか検討されてい
なかったが，実際には，エルクに対するオオカミ
の比率が高いほど，プロゲステロンと呼ばれる黄
体ホルモン分泌量が減少し，このことが翌年の仔
ジカの減少と関連していることから，捕食リスク
の存在という間接的な効果が，エルクの個体数の
減少に大きな役割を占めている可能性があると指
摘している（Creel 2010）．

オオカミは危険か？
1．オオカミ観
現在，世界的にはオオカミは赤ずきんに登場す
る人喰いのイメージが流布しており，日本におい
ても同様のイメージを持っている人は少なからず
存在する．こうしたイメージは，日本においてオオ
カミが絶滅し，人々が実情に疎くなった中で，西
洋文化や西洋的なものの見方に強く影響された結
果として形成されたものである．それ以前の日本
では，オオカミに対して人喰いという画一的な見
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方はなされていなかったこともまた比較的知られ
た事実と思われる．明治維新前の日本ではオオカ
ミは同じ発音で異なる文字の大神とも書かれ，ま
たエゾオオカミが生息した北海道においては，オ
オカミはアイヌ語でホロケゥ（horkew）もしくは
ウオッセ・カムイ（wose kamuy）と呼ばれ，敬われ
ていた（藤原1994; 千葉1995）．
日本は農耕中心の国であり，農作物被害を発生
させる有蹄類を捕食するオオカミは，多分に益獣
的であったと考えられる．その様子は，例えば小
倉（2011）から窺い知ることができる．さらに平岩
（1992）は，「蛋白質の食料はもっぱら四周の海洋
から得られる魚類に依存していて，牧畜は生活の
重要な要素となってい」なかったという点も指摘
している．これに対し，ヨーロッパでは牧畜が中
心であり，家畜を襲うオオカミは害獣的であった
と考えられる．加えて，ゲームハンティングをは
じめとして，種々の形態の狩猟が盛んなヨーロッ
パ諸国では，有蹄類の狩猟に際してオオカミは競
合者となるため，ハンターには邪魔者であったと
いえよう．
とはいえ，日本において，常にオオカミが益獣
とみなされ，危害が懸念されなかったわけではな
い．例えば，鈴木（1982）は，全国の送りオオカミ
は大別すると2つにわかれるとし，一方は，群オ
オカミから人を護ろうとする送りオオカミ，他方
は，衰弱して倒れれば，その人を捕食しようとす
る送りオオカミとしている．来栖（2004）は，農
民層と貴族ら支配層や知識人とではオオカミ観が
大きく異なっており，時代とともに「神から凶獣
へ」変遷したことを指摘している．転機となった
のは江戸時代にあたる17世紀後半から18世紀で
あり，この時期に人を襲った記録が多くなったと
する．その理由として1732年から狂犬病がわが国
に入り流行したことと，森林伐採や耕地造成など
によって開発が進んだことが指摘されている．平
岩（1992）はさらに具体的に「狼崇拝は享保17年
（1732年）を境として，突如，病狼の出現のため烈
しい恐怖に変わった」としている．結局のところ，
日本ではオオカミに対する害獣感は西欧諸国ほど
高くはなかったにせよ存在したのであり，常に安

全な動物と見られていたわけではない．

2．オオカミによる人的被害の概観
オオカミ観が多様である背景には，オオカミに
関する知見が不足してきたことが考えられる．ロ
ペス（1978）は，「驚くべきことだが，1940年代の
はじめまではオオカミはまじめな学問の対象とさ
れていなかった．ユーラシア大陸のかなりの地域
ではオオカミは血に飢えた，邪悪な獣といまだに
みなされており，オオカミの個体数，行動域，習
性についての情報はいまもってひどく不足してい
る」と指摘している．
しかし一部では，実際にオオカミと暮らしな
がら生態を観察した報告（平岩1990; フロイント
1988; フォックス1980）や，身近で観察をした報
告（モウワット1963）がなされてきた．また，近年
では，過去の文献や事例を網羅的に渉猟した報告
（Linnel et al. 2002; McNay 2002）が出されている．
このように，オオカミに関する一般的な研究論文
に加えて，生態を詳らかにする研究や，人的被害
の全容を解明しようとする試みがなされており，
その結果，人的被害が生じる状況がある程度詳し
くわかっている．
過去の文献に記載された情報の中には全幅の信
頼をおき難いものがあることは，少なくない文献
で指摘されている．Linnel et al.（2002）は，最も信
頼できる情報のみをカウントして，過去のオオカ
ミによる人的被害を集計している．データが継続
的に得られているヨーロッパの事例のうち，狂犬
病に罹患していない個体による被害数は，18世紀
が839件（うち死亡602件），19世紀が700件（うち
死亡379件），20世紀（正確には，1900–2000年）が
53件（うち死亡22件）であり，20世紀には大幅に
被害数が減少している．
日本については，Linnel et al.（2002）は，オオカ
ミによる人的被害の事例はあるものの，集計はで
きないとしている．平岩（1992）は，古代の記録
は極めて少ないとしつつも，『風土記』において奈
良県で老オオカミが多くの人を食べたことから，
その地域の人たちが「大口の神」と呼んだことを
紹介している．日本における被害を網羅的に整理
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しているのは平岩（1992）および栗栖（2004）であ
り，他にも，藤原（1994）は，オオカミによる中
世の人的被害を複数の文献を基に整理し，ウォー
カー（2005）は，オオカミに襲われて死者が出た
9–10世紀の事例を紹介している．
他方で，オオカミによる害はなかったとする報
告も少なくない．平岩（1990）は，「かつて紀州の
大台ケ原で狼に出会ったという猟師の談も，ほと
んどこれと同じで，ただ凝視しているだけで何の
害もしなかったといい（塩原釣氏），北海道でも狼
に危害を加えられたアイヌは一人もなかったとい
うことである（犬飼哲夫氏）」という記述をしてい
る．石城・中川（2005）は，北海道ではエゾオオカ
ミによって襲われた事例はないとしている．
類似の報告は，海外の事例でもなされている．

Busch（2007）は，数多くの研究者が，健康な個体
による人的被害を北米のどこでも見つけることが
できないとし，いくつかの文献をその根拠として
取り上げている．その1つはネイティブ・アメリ
カンにオオカミについて聞いた話であり，オオカ
ミによってネイティブ・アメリカンが襲われた事
例はないとされている．また，Mech（1970）も同
様に，「北米では，健康な野生のオオカミが人間に
とって危険という主張を支持する科学的な証拠は
何もない」と述べている．ただし，北米以外では，
オオカミに襲われ負傷したり死亡した事例が近年
でも少なからず報告されており，また北米でも，
近年では健康な野生のオオカミによる死亡事故が
発生していることがBusch（2007）や桑原（2007）
で紹介されている．
ニホンオオカミのケースでは被害の記録が複数
残っていることから，人を襲うことがなかったと
いう結論にはならない．特に，戸籍やオオカミ
による被害の報告の精度が低かった時代について
は，記録がないことが，被害がないことの証拠に
はならない．ラガッシュ（1990）は，北米ではオオ
カミは人を襲わなかったし，襲わないと断言する
研究者がいることに対して，北米では，ヨーロッ
パで残されているような密度の濃い古文書がない
ために，断言は難しいと指摘している．こうした
記録の精度が十分に高まった，たかだか過去100

年程度についてのみ，情報がないことが，本当に
被害がないことを示していると考えてよいであろ
う．結局，日本については被害の程度はほとんど
未知数といえる．

3．オオカミによる人的被害の有無̶なぜ，先行研
究で見解が異なるのか？
このように，一方でオオカミに襲われて死亡す
ることはほとんどないという主張があり，他方で
オオカミに襲われて死亡することは少なくないと
する主張がある．先行研究において，こうした見
解の相違が生じる理由は2つあると考えられる．
第1は，既に示したように，記録の有無や地域や
時代による事例発生の有無に依存して，見解の相
違が生じる場合である．第2は，オオカミによる
死亡事故が生じる状況のうち，何を「例外」として
除外するかが異なるためである．以下では，後者
を詳しく見る．
死亡事例がないと主張する文献として，メナト
リー（1989）は，「現在，多くの国々に野生のオオカ
ミが数万頭もいるというのに，人間がオオカミに
襲われたという事実がひとつもないということは
知られていない」としている．ただし，「オオカミ
が人間を襲うことがあったとすれば，オオカミが
狂犬病に罹っていた場合でしかまずありえない」
ともしている．また，メナトリー（1989）は1395

年，1589年，1630年とそれ以降の 8年間および
1764年にジュボーダンで生じたオオカミの攻撃
による死亡事故については事実と考えるが，それ
以外は事実ではないとしている．端的に言えば，
メナトリー（1989）は狂犬病に罹患しているケー
スとウルフドッグ（ジュボーダンのオオカミの事
例）を例外として，それ以外では人間を襲わない
と整理している．
これに対して，オオカミが人間を襲うことはな
いという見解に，懐疑的な見方をする文献が複数
ある．ロペス（1978）は，健康なオオカミによる死
亡事故は稀であり，北アメリカでは皆無という主
張に対しては，エスキモーとインディアンの死傷
者をカウントしていないという問題があるととも
に，狂犬病罹患個体を除外しているという問題が
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あると指摘する．ラガッシュ（1990）は，カナダや
アメリカで発生したオオカミによる攻撃は，すべ
て狂犬病のオオカミによるものであったとしてい
る．
これらの事例を比較すると，オオカミによる人
間の攻撃があるか否かの主張の違いは，メナト
リー（1989）のように，狂犬病罹患個体やウルフ
ドッグを例外としてカウントしないか，ロペス
（1978）やラガッシュ（1990）のように，それらもカ
ウントするかの違いが一因であるといえよう．
以上では，オオカミの人的被害についての見解
の違いが生じる理由として，第1に，依拠する情報
や地域の差異があること，また，過去の情報集積
のあり方を考えると，被害がなかったとは言い切
れないこと，第2に，被害がないとするケースで
は，狂犬病やウルフドッグを例外としているケー
スが散見されることを見た．例外をどのように捉
えるかにもよるが，実のところ北米以外では，健常
な個体による人間への攻撃事例があるという認識
は，多くの研究者，識者に共通している．そこで，
健常な個体による被害を含め，どのようなケース
で人的被害が発生するのかを，次に整理したい．

4．オオカミによる人的被害の発生要因
a）Linnellらによる整理
以下では，はじめに人的被害が発生する要因を
もっとも網羅的に整理したLinnell et al.（2002）を
概観した上で，それを補足する知見を整理し，最
後に，人的被害の発生要因をまとめる．なお，狂
犬病罹患個体については，ここではさらなる説明
は追加はせず，また，ウルフドッグは純粋なオオ
カミではないことから，最後に扱う．

Linnell et al.（2002）では，オオカミが人間を襲う
要因が4つに整理されている．それらは，（1）狂犬
病の罹患，（2）馴化による人間に対する恐れの喪
失，（3）挑発された場合，（4）非常に特殊な環境下
にある場合である．このうち，（2）の馴化は，オオ
カミが保護地などにおいて，人間に対する恐れを
失ったような場合である．（3）の挑発は，ワナに捕
まったり，隅に追い込まれて殺されそうになった
り，子供がいる巣穴に入ろうとしたような場合で

ある．（4）の特殊な環境下とは，自然環境下にエサ
となる獲物が不在である場合や，オオカミが人間
の残飯や家畜を主要な食料としている場合，子供
だけで家畜の番をしている場合，人間が武器を十
分にもっておらず，オオカミを十分に牽制できな
いといった場合を指している．

b）人間がオオカミの性質を変えた可能性
ミトコンドリアDNAを解析した近年の研究に
基づくと，イヌはオオカミと生物学的に同種であ
り，10万年から1.5万年前の間に亜種として分岐
したと考えられている（Vilà et al. 1997; Savolainen 

et al. 2002）．このため，従来はオオカミを飼い馴
らして家畜化することでイヌが成立したと考えら
れてきたが，イヌという亜種を人間が家畜化した
可能性が出てきたといえる（菊水2007）．人間が飼
い馴らしたのが亜種としてのイヌであれ，オオカ
ミであれ，人間との接触があってはじめてイヌや
オオカミの人間に対する性質が形成される．
フロイント（1988）は，ヨーロッパのオオカミ
は，人間に過酷に追われたために攻撃的で落ち着
きがない性格になったが，人間とほとんど接触が
なかった北極のオオカミは，穏やかな性格のまま
で今日に至っていると指摘している．
メナトリー（1989）もまた，カナダやアラスカの
事例をひきながら，人間との接触がないオオカミ
が人間に対して警戒心を抱かないことを指摘して
いる．関連することとして，メナトリー（1989）は
また，半野生のオオカミの方が，自然の中のオオ
カミよりも危険であることも指摘している．つま
り，人間との接触の頻度が高いほど，危険が高ま
る可能性があるということである．
オオカミの中に警戒心や攻撃性を持たないもの
が見られることは，人間の影響下でオオカミの人
間に対する性質が形成され，増強されてきたこと
の証拠といえるかもしれない．

c）そのほかの指摘
はじめにいくつかの指摘を紹介したうえで，そ
れらを整理する．
ツィーメン（1990）は，オオカミが人間を襲う背
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景を次のように指摘している．それは，（1）戦争，
伝染病，飢餓などの発生時に人間の死体が迅速か
つ確実に埋葬されなかった場合，（2）出征や死亡
によって男性が不在となり，長期にわたってオオ
カミを十分に威圧できない場合，（3）女性や老人
が武器を持たずに1人で家にいたり，子供が家畜
の番をしている場合，（4）オオカミの獲物がおら
ず空腹に見まわれた場合である．さらに，こうし
た条件が揃っていたのは，ヨーロッパではとくに
中世であったとしている．平岩（1990）も，「狼の
はなはだしい跳梁を許す機会を作ったのは百年戦
争（1339–1452年）で，…戦死者の死体を貧食し，
弱っている負傷兵を倒して人肉を味わった彼等
は，人間に対して非常に積極的に大胆に振舞うよ
うになっていた」と指摘している．

Rootsi（1995）は，エストニアにおける18–19世
紀の136件のオオカミによる死亡事故を分析し
た．それによると，オオカミによる死亡事故に
は明確な季節性があり，7月と8月のみで全体の
37.5%，6月を加えると全体の47.8%がこれらの時
期に起きていること，さらには，こうした時期に
集中する理由として，（1）夏は子供が屋外で遊ん
だり，親の手伝いをすること，（2）子供を育てるた
め，雌オオカミが最もエネルギーを必要とする時
期であることを指摘している．
季節性とかかわって，子育て期という観点から
千葉（1995）は，元禄時代（1688–1704）に朝の草
刈り仕事への往復の途中と思われるやや年長の子
供や召使を中心にオオカミによる被害が発生した
が，これは当時の森林開発で生息地が狭められた
オオカミが子育て期に人間による脅威をそれまで
以上に感じ取り，防衛のために攻撃したものであ
ろうと推測している．さらに千葉（1995）は，「狼の
側では四月から五月という時期が，仔を育てるた
めに渾身の努力をしている時期だということを，
人間の側では知らなかったのではなかろうかと思
われるような対応ぶりだった」と述べており，人
間のオオカミの生態についての無理解が被害を発
生させた可能性があることを示唆している．
子育て期の問題は，人間と土地（生息地）を争っ
た結果とみることもできよう．こうした人との競

合として，他に食料に関する指摘がいくつかなさ
れている．例えば平岩（1990，1992）は，オオカミ
が家畜を襲うのは，人間がオオカミの食料である
シカやウサギを捕獲し，オオカミの食料が減って
しまったためであり，結局，人間がオオカミを害
獣にしていると述べている．また，間野（1998）は，
エゾオオカミは「エゾシカの減少と共に馬などの
家畜を襲うようになった」ことを指摘している．
土地と食料の両方が複合的に関係している例と
して，桑原（2007）は，インドでは，オオカミによ
る死傷事件が起きた村は，森林を破壊したりガゼ
ルなどのオオカミの獲物を密猟した結果，オオカ
ミが村に出没して人的被害を発生させている，と
指摘している．
以上のほかに，オオカミの生態についての理解
が欠けたことによって，オオカミの攻撃を誘発す
るような行動を人間がとってしまうことが，洋の
東西を問わず指摘されている．メナトリー（1989）
は「オオカミの攻撃を誘うのは急に横になる動き
である」と指摘する．ラガッシュ（1990）は「大部
分の専門家は，オオカミを再導入することに賛成
の人でも，走っている人間が転んだり，怪我をし
たりすると，オオカミの行動が，とくに集団のと
きには，変わることがあることを認めている」と
している．既に言及したように，藤原（1994）によ
れば，日本では，送りオオカミには2つのタイプが
あり，そのうちの1つは，衰弱して倒れれば，その
人を捕食しようとする送りオオカミであった．柳
内（1993）は「驚いて逃げだせば必ず襲いかかって
くる習性」を持っていることを指摘している．平
岩（1998）は，犬であれば「食べている最中の食器
を取り上げ」ても危険はないが，「狼の場合，一度，
彼がくわえたものは彼の所有物とみなされ，そこ
へ手を出せば攻撃されてもおかしくない」ことを
指摘している．

d）ウルフドッグ
Busch（2007）によると，17–19世紀のヨーロッパ
では，オオカミによる人喰いはごく当たり前の出
来事であった．最も著名なのは，フランス中部で発
生したジュボーダンのオオカミによる一連の被害
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であり，1764年から2頭のオオカミが主として子
供を殺害し，1頭が1765年に，もう1頭が1766年
に殺されるまでに64名が犠牲となった．ジュボー
ダンのオオカミの正体については ,現在でも議論
がなされている（Linnell et al. 2002）．1つの可能性
としてウルフドッグであったという可能性がしば
しば示されており，例えばLawrence（1993）は襲い
方や捕えられた獣の大きさから，マスチフとオオ
カミの雑種であったという見解を示している．
日本では，山犬（ヤマイヌ），豺（ヤマイヌ，ノイ
ヌ）といった表記がなされる動物が，どの動物（オ
オカミ，ウルフドッグ，ノイヌ，ノライヌなど）
を指しているのかに混乱が見られる．平岩（1990）
は，ヤマイヌは日本産の固有のオオカミであるニ
ホンオオカミC. hodphilaxであり，北海道のエゾオ
オカミを含むハイイロオオカミC. lupusは山犬で
はないとしている．そして，イエイヌが野生化し
たものも，山犬やオオカミと呼ばれたために，混
乱が生じたとする．千葉（1995）は，1766–67（明
和3–4）年に金沢で発生したオオカミによる人の
殺傷事件を引きながら，この事件を引き起こした
オオカミの中には，従来のオオカミよりも大型の
ものや小型のものが見られ，この時期に明らかに
オオカミに雑種化の兆候が見られたことや，そう
したオオカミには豺の字が充てられたことを指摘
している．
表記の混乱のために，日本で発生したオオカミ
による人的被害のうち，ウルフドッグによるもの
がどの程度の頻度であったかは明確ではないもの
の，被害は発生していたと考えられる．また，日
本では，ウルフドッグは人為的に作出されること
があった．加藤・小金澤（2007）や吉家（2004）で
は，尾瀬周辺地域で雌犬とオオカミを交配させて
いたことが紹介されている．海外についても，メ
ナトリー（1989）が，ポーランドやカナダの事例に
言及している．
全てのウルフドッグが危険という見方は不適切
かもしれない．例えば，モリス（2001）は，ウル
フドッグはむしろ内向的であることを指摘してい
る．メナトリー（1989）もウルフドッグの方がイヌ
よりも臆病で卑屈になるとしている．柳内（1993）

は，他の研究者の成果に基づいて「雄狼と雌犬を
掛け合わせて生まれた子のほうが，雌狼と雄犬を
掛け合わせてできた子より性質が温和である」可
能性を指摘している．
以上を整理したものが，表である．これらの要因
のいくつかは，相互に関係しあっていたり，オー
バーラップしている．

導入に伴なう諸問題
1．オオカミによる攻撃
表において，オオカミによる人的被害の発生
要因として，（1）狂犬病，（2）馴化，（3）挑発，（4）
餌の不足，（5）脅威の不足，（6）機会の提供，（7）競
合，（8）生態の無理解，（9）ウルフドッグを挙げた．
このうち，（1）狂犬病については，現状では日本は
清浄国に分類されているものの，狂犬病ワクチン
接種率は低く，狂犬病に感受性を有するアライグ
マが侵入しているといった好ましくない状況であ
る（神山2008）．このため，今後は注視する必要が
あるであろう．
（2）の馴化や（5）の脅威不足については，日本で
は，狩猟圧の低下や中山間地域の衰退，都市近郊で
の餌付け問題などの下で，人間と野生動物の生息
域の境界が不明確になり，野生動物の人間馴れが
進んでいると考えられる．こうした状況で，オオ
カミが人間に対して十分な恐れを抱き続けるとは
言い切れない．桑原（2007）は，アラスカで2000年
に起きたオオカミによる少年の傷害事件は，「人
馴れに続く優位性確認行動の結果」であったと推
測し，もしそうであれば「常に人間の優位性を彼
らに示しておくことが大切」であると指摘してい
る．
（3）の挑発，（4）の餌の不足，（6）の人間が機会
を与えた場合，および（7）の人間との競合につい
ては，今後はオオカミが人間を襲う主要な要因と
はなりにくいと予測される．ただし，これは（2）
の馴化や（5）の脅威不足とも関係するが，オオカ
ミに対して人間の怖さを知らしめる機会が乏しく
なると，オオカミが人間を恐れなくなり，被害が
発生しやすい土壌となるかもしれない．
（8）のオオカミの生態の無理解については，特
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に日本では，オオカミが絶滅したと考えられる時
期から100年以上が経過しており，人々のオオカ
ミについての知識，とりわけ経験に根差した知識
は非常に薄弱なものになっている．かつては，農
山村でオオカミと人間の領域が比較的明確に区切
られていたと考えられるが，中山間地域の疲弊の
中で，そうした境界はいっそう不鮮明になってい
ると予測される半面，都市民のこうした地域への
アクセスはいっそう増えるかもしれない．一見逆
説的であるが，私たちの生活と自然との距離が離
れるからこそ，オオカミの生態についていっそう
深い理解なくしては，再導入は成功裡に進まない
と考えられる．
（9）のウルフドッグは，現状では問題にはなり

にくいかもしれない．日本では，狂犬病清浄国に
移行する過程でノイヌ，ノライヌは大幅に減少し
ている．このため，オオカミが再導入された場合
に，自然下でウルフドッグが作出される割合は，
かつての日本と比較すれば低いといえよう．ただ
し，導入されたオオカミとノイヌやノライヌの組
み合わせがどのような性格のウルフドッグを生み
出すのかや，どの程度の割合でウルフドッグがオ
オカミに混ざるのかは実証的な問題で，留意が必
要であろう．
さらに，オオカミによる死傷件数の時代や地域
による違いは，人々とオオカミとの関係の多様性
にも原因があるといえよう．そうであれば，次の2

点に留意が必要である．第1に，人間社会の変化と

要因 具体例

1 狂犬病 オオカミが狂犬病ウイルスに罹患した（Linnell et al. 2002,（1））

2 馴化 保護地などで人馴れし，人間に対する恐れを失った（Linnell et al. 2002,（2））

3 挑発 ワナに捕まった（Linnell et al. 2002,（3））

隅に追い込まれて殺されそうになった（Linnell et al. 2002,（3））

子供がいる巣穴に入ろうとした（Linnell et al. 2002,（3））

4 餌の不足 自然環境下に餌となる獲物が不在（Linnell et al. 2002,（4））

5 脅威の不足 子供だけで家畜の番や農作業をしている（Linnell et al. 2002,（4）; ツィーメン 1990,（3）; クルー
ク 2002,（1）; 千葉 1995）

人間が武器不所持で，オオカミを十分に牽制できない（Linnell et al. 2002,（4）; ツィーメン
1990,（3））

長期にわたってオオカミを十分に威圧できない（Linnell et al. 2002,（4）; ツィーメン 1990,（2））

6 機会の提供 人間の残飯や家畜を主要な食料としている（Linnell et al. 2002,（4））

戦争，伝染病，飢餓時に人間の死体が埋葬されず，人間の死体を食べる機会を得た（ツィー
メン 1990,（1）; 平岩 1990）

7 競合 人間の進出で生息地が狭められた（千葉 1995; 丸山ら 2007）

人間による有蹄類などの捕獲で食料が減少した（ツィーメン 1990,（4）; 平岩 1990; 間野
1998; 丸山ら 2007）

8 生態の無理解 オオカミの仔育て期への無配慮があった（クルーク 2002,（2）; 千葉 1995）

急に横になる，転ぶ，逃げるといった誘因的行動をとった（メナトリー 1989; ラガッシュ
1990; 藤原 1994; 柳内 1993; 平岩ら 1998）

9 ウルフドッグ オオカミとイヌの雑種であった

表．オオカミによる人的被害の発生要因．

引用文献に付記した括弧内の数字は，それらの引用文献が指摘している発生要因を著者が本文中で分類した番号に対
応している．
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オオカミの変化とは異なるスピードで生じる点で
ある．人間社会は100年単位であっても大きく変
化するが，オオカミの変化のスピードはそれより
もはるかに遅い．もしオオカミの行動に急激な変
化が見られたなら，それは人間社会の変化を反映
したためと判断すべきであろう．例えば，かつて
北海道においてエゾオオカミが家畜を襲うように
なったのは，人間がエゾシカを大量に捕獲したこ
とが一因と考えられる．その後エゾシカは，一度
は絶滅したと思われるほどに減少したものの，現
在では個体数増加によって，農林業被害，植生被
害，交通事故などが深刻な問題となっており，そ
の解決策の1つとしてエゾオオカミの再導入が議
論されている．こうした変遷を見ただけでも，人
間社会の相対的に急激な変化のために，オオカミ
が翻弄されているという構図が見て取れる．
第2に，再導入された個体がどのように振舞う
かについて，断言はできない．まず，上述したよう
な人間社会の急激な変化を考慮すると，仮にかつ
ての日本ではオオカミによる被害はなかったとし
ても，そのことから，現在の日本でオオカミが再
導入された時に被害が発生しないことが担保され
るわけではない．次に，現在の日本にはニホンオ
オカミ，エゾオオカミは生息していないと考えら
れ，他国の個体を移入する必要がある．仮に移入
元の地域では問題が生じていないとしても，自然
環境も人間社会のあり方も異なる日本において，
オオカミの振舞い方が変化しないという保証はな
い．例えば来栖（2004）は，「わが国でのオオカミへ
の対し方と文献に現れた中国でのオオカミ観との
差は，わが国とヨーロッパのそれとの距離に通じ
るものだ」と指摘している．こうしたオオカミに
対する土壌の違いは，オオカミの振る舞いに影響
を与えるかもしれない．
また，人間を襲うかについては，個体差がある
と考えられる．クルーク（2002）は，特定の個体
によって人的被害が発生していることを述べてい
る．先に述べたように，ウルフドッグの中には，
人間に対して攻撃的になる個体が発生しうる．メ
ナトリー（1989）は，「馬から落ちた人間を見て獲
物とみなす野生のオオカミと，その主人をボスと

みなす飼い馴らされたオオカミとは区別しなけれ
ばならない」と述べている．野生のオオカミであ
れば，落馬した人を食べようとするが，飼ってい
るオオカミであれば，飛び掛ってもすぐに臭いで
主人と分かり，攻撃は遊びに変化するという．近
年，飼育個体を用いてオオカミの生態が研究され
ていることを先に述べたが，飼育個体の安全性を
もって，野生のオオカミの安全性を断じるのは適
当ではないであろう．
結局のところ，日本にオオカミを再導入した場
合に，オオカミがどのように振舞うのかについて，
確定的なことは言えず，人的被害が発生しないと
は決して言い切れない．特に懸念されるのは，私
たちの生活が自然から遠ざかる中で，オオカミの
側では人間を怖がらなくなり，また，人間の側で
は知識の不足から不用意に被害を誘発する行動を
とってしまう危険性である．

2．その他
再導入を進めるのであれば，オオカミの側から
見て必要な要件も満たされる必要がある．石城・
中川（2005）が指摘するように，絶滅に追いやられ
た条件は十分に除去されていなければならない．
生息地の面積やクオリティ，捕食動物の数や種類，
行動圏での危険性（道路，生息地間の移動が人間
との軋轢なくできるか）といった，数多くの要因
についての十分な検討と，周到な準備が必要にな
る．
生物多様性保全の観点からみて，再導入で検討
すべき点として，遺伝的近縁性の問題がある．エ
ゾオオカミの場合，サハリンに残存個体がおり，
日本での再導入個体として利用できるならば問題
はないかもしれない．しかしながら，ニホンオオ
カミは既に絶滅したと考えられ，本州等への再導
入では，異なる亜種を用いることになる．再導入
先で既に既存種が絶滅しているのであるから遺伝
子汚染の問題は発生しないとしても，異なる亜種
を導入することの是非や，生じうる問題について
あらかじめ十分に議論しておく必要があるであろ
う．
オオカミについてではないが，参考となりそう
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な指摘が複数ある．加藤（2005）は，日本に中国
のトキを導入するに際して，種のレベルだけで
はなく遺伝子レベルでも同じであると判断した
上で中国から導入したことを指摘している．安
藤（2011）はニホンカワウソの再導入の可能性を
検討し，もしニホンカワウソがユーラシアカワウ
ソと同一種でなく独立種であれば，1995年に策
定された IUCNの種の保存委員会（Species Survival 

Commission）の再導入専門家グループによる再導
入のガイドラインが扱う再導入ではなくなってし
まうことを指摘している．
社会，制度面からみて再導入で検討すべき点と
して，法的制約や市民の意見がある．加藤（2005）
は，「人身被害の可能性から反対する人が少数で
もいる場合には，国や行政の政策としてオオカミ
の人為的導入を決定し実行することは，きわめて
困難であり，現実には，まずあり得ないことであ
ろう」と指摘する．現状の日本では，野生のオオカ
ミが不在であり，襲われるリスクがゼロの状態で
ある．こうした状況下では，たとえ襲われるリス
クや死亡するリスクが非常に低くても，全ての人
がそうしたリスクを甘受するとは考えられない．

おわりに
本稿では，日本におけるオオカミの再導入が現
実的であるかを，文献サーベイに基づきながら検
討した．最初に，「再導入が議論される背景」にお
いて，再導入の目的を扱い，自然が動的なシステム
であることから，過去への回帰ではなく，一定の
制約下での新しい状態の創出を目指すべきことを
論じた．また，オオカミによるシカ管理が可能で
あるかは未知数であるものの，再導入はおおむね
生態系にポジティブな影響をもたらすことを紹介
した．続いて，「オオカミは危険か ?」において，過
去の文献に基づき，オオカミによる人的被害の発
生要因として，（1）狂犬病，（2）馴化，（3）挑発，（4）
餌の不足，（5）脅威の不足，（6）機会の提供，（7）競
合，（8）生態の無理解，（9）ウルフドッグを挙げた．
最後に，「導入に伴なう諸問題」においては，列挙
した9つの要因のうち，今後は特に，私たちのオ
オカミの生態についての無理解や，オオカミの人

間に対する恐れの喪失によってオオカミによる人
的被害が発生しうることを指摘した．
著者自身は日本におけるオオカミの再導入につ
いて，明確に賛成の立場も反対の立場も取ってい
ない．しかしながら，僅かであれ人的被害のリス
クが存在することに加え，再導入に備えてさまざ
まな準備が必要であり，かつオオカミが生息しな
いため，人々がオオカミによって被害をうけるリ
スクがゼロという現状にあっては，再導入は容易
には進まないと考える．しかし，同時に，十分な
時間をかけることで，再導入に対する世論は変え
られる可能性があるとも考える．実際，限定的で
はあるが，意識の変化が生じつつあることが，井
上ら（2008）で示唆されている．もし，オオカミの
再導入がさまざまな観点から望ましいと判断され
るのであれば，私たちのオオカミに対する知見を
深め，十分な議論を経ることによって，私たちは
再導入のメリットを十全に理解し，リスクを甘受
できるようになるかもしれない．
例えば，次のような事実を知ることによって，
オオカミ再導入に賛成する意向が高まるかもしれ
ない．既に紹介したように，オオカミによる被食
者の捕食には sanitation effectがあり，被食者の個
体群を健康的に保つと考えられる．さらに，日本
では知床（常田ら2004），洞爺湖（梶2006），金華山
（高槻2000）などでニホンジカの個体数がいわゆ
る指数的な増加をした後，厳冬期などに個体数が
急減する現象が見られている．オオカミの再導入
によってニホンジカの行動圏や個体数が調整され
るならば，個体数の増減が緩和され，世界遺産を
含む日本各地での生態系の急激な改変（湯本・松
田2006）もまた緩和されるかもしれない．このよ
うな知見が広まるにつれて，オオカミの再導入に
対する評価は高まると思われる．
ただし，仮に日本で再導入が実現するとして
も，少なくとも数十年単位で準備期間が必要であ
ろう．多くの人々が日常的には自然から離れてい
る中で，自然への理解を深めることは容易ではな
く，また，狩猟者が減少し，高齢化する中で，オ
オカミをはじめとする野生動物に，人間の怖さを
継続的に見せつけることはいっそう困難になると
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思われるためである．
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河田幸視：ハイイロオオカミ再導入の現実性の検討
本稿の目的は，既存の文献をレビューして，日本におけるオオカミ再導入の課題を，主
にオオカミによる人間の被害の面から整理することである．オオカミによる人間の死亡事
故が全く発生しないとはいえないものの，北海道に生息するヒグマと比較すると，発生頻
度は大幅に低いと予測される．しかしながら，再導入に備えてさまざまな準備が必要であ
り，僅かであれ人的被害のリスクが存在し，かつオオカミが生息しないため，人々がオオ
カミによって被害をうけるリスクがゼロという現状にあっては，再導入は容易には進まな
いと考えられる．再導入を進める場合，賛成率を高めるためにも，また，再導入後にオオ
カミとの良好な関係を保つためにも，オオカミの生態についての知識を広めることが必要
である．


